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                         平成 １ ４年５ 月策 定   ２ ０ 世紀，人 類 は， 二度 に わたる 世界 大 戦の 惨 禍を 経験 し， 平 和が いかにか け がえの ない もの か を学 んだ 。とり わ け ，人 類史 上最 初 の原 子 爆弾による 惨 禍を経 験し た本 県 にと って ，２１ 世 紀を 迎 えた今日 ，世 界の 恒 久平 和の 実 現は県 民の 切な る 願い である 。こ うし た 中で，われ わ れは ，「 平 和のな い ところ に人 権は 存 在し 得ない 」，「人 権 のな いとこ ろ に平 和 は存 在し得 な い」と いう ，大 き な教 訓を得 た。  日 本 国憲法 が保 障す る 基本 的人権 は，人類 の 多年 にわた る 自由 獲 得の 努力の 成 果であ り ，何人 も 侵す ことの でき な い永 久 の権 利と し て ，現 在 及び将来 の 国民に 与え られ た もの である とさ れ てい る 。わ が国 に おい て は ，このよ う な基本 的な 立場 に たっ て，人 権を 確 立す る ための諸 施 策が 推 進さ れてき た。   さ ら に今日， 社 会の 国 際化 ，情 報 化， 高齢 化 など の進展 に 伴っ て， 人権を 擁 護 する た め の 新 し い 取 組 が 必 要 と な っ て い る 。 こ う し た 情 勢 の も と ，国に お いては，平 成９ 年 ７月 に「 人 権教育 のた め の国 連１ ０年 ((((※※※※ 1111)))) 」に関する 国 内行動 計画 が策 定 され た。さ らに 平 成１ ２ 年１２月 に は「 人 権 教育及び 人 権啓発 の推 進に 関 する 法律 ((((※※※※ 2222))))」が制 定 された 。こ の法 律 にお い て，人権 教 育及び 人権 啓発 を 推進 するこ とに つ いて ，国，地方 公 共団 体 及び 国民の 責 務が明 らか にさ れ たと ころで ある。   こ れ らのこ とを 通し て ，国は，す べて の 人々 の 人権が尊 重 され る 真に 平和で 豊 かな社 会を 実現 し よう とする もの で ある。   本 県 におい ては，この よ うな 認 識に 立ち，次 の方 針 に基 づき，人 権教 育・啓発 を 総合的 かつ 効果 的に推 進する もの と する 。    ※※※※ 1111  人 権 教 育 の た め の 国 連 １ ０ 年 ：  平 成 ６ （ １ ９ ９ ４ ） 年 １ ２ 月 の 国 連 総 会 に お  い て ， 平 成 ７ （ １ ９ ９ ５ ） 年 か ら 平 成 １ ６ （ ２ ０ ０ ４ ） 年 ま で の １ ０ 年 間 を ，  「 人 権 教 育 の た め の 国 連 １ ０ 年 」 と す る こ と が 決 議 さ れ た 。  「 人 権 教 育 」 を 「 知  識 と 技 術 の 伝 達 及 び 態 度 の 形 成 を 通 じ ， 人 権 と い う 普 遍 的 文 化 を 構 築 す る た め に  行 う 研 修 ， 普 及 及 び 広 報 努 力 」 と 定 義 し ， 各 国 に 様 々 な 活 動 を 行 う こ と を 提 唱 し  て い る 。  こ れ を 受 け て 日 本 で は ， 平 成 ９ （ １ ９ ９ ７ ） 年 ７ 月 に ，「『 人 権 教 育 の た め の 国  連 １ ０ 年 』 に 関 す る 国 内 行 動 計 画 」 が ， 同 推 進 本 部 （ 本 部 長 ： 内 閣 総 理 大 臣 ） か  ら 出 さ れ た 。  ※※※※ 2222  人 権 教 育 及 び 人 権 啓 発 の 推 進 に 関 す る 法 律 ：  人 権 の 尊 重 の 緊 要 性 に 関 す る 認  識 の 高 ま り ， 社 会 的 身 分 ， 門 地 ， 人 種 ， 信 条 又 は 性 別 に よ る 不 当 な 差 別 の 発 生 等  の 人 権 侵 害 の 現 状 そ の 他 人 権 の 擁 護 に 関 す る 内 外 の 情 勢 に か ん が み ， 人 権 教 育 及  び 人 権 啓 発 に 関 す る 施 策 の 推 進 に つ い て ， 国 ， 地 方 公 共 団 体 及 び 国 民 の 責 務 を 明  ら か に す る と と も に ， 必 要 な 措 置 を 定 め ， も っ て 人 権 の 擁 護 に 資 す る こ と を 目 的  と し た 法 律 。 平 成 １ ２ 年 １ ２ 月 に 制 定 。  
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第１  人権尊 重の 理念  人 権は， 人と し ての 尊 厳に基 づい て， だれ も が生 ま れな が らに し て持っ ている 固 有の 権利 で あり，社 会を構 成 する すべて の人 々 が， かけがえ の ない 存 在と して の 生存と 自由を確 保 し， だれ も が幸 福 に生 き るため に，欠 か すこ との で きない権利 であ る 。    人 権尊重 と は， 人権 が 人とし ての 固有の 権利 である とい う 考え の もとに ，一人 ひと り が自 分 の人権 だけ でな く， 他 の人 の 人権 に つい て も正し く理解 し， 権 利の 行 使に伴 う責 任を 自 覚し て， 相 互に 人 権を 尊 重し合 いその 共 存を 図っ て いくこ と，すな わ ち， 自分 を 大切 に し他 人 を大切 にして 共 に生 きて い くとい うこ とで あ る。   第２  指針の 基本 的な 考 え方   １  指針策 定の 趣旨   本 指針は ，「 人権 教育及 び人 権 啓発の推 進に関 す る法 律」に基 づ き，本県 が今後 実 施す る人 権 教育・啓 発 につ い ての 基本方 針を 示 すも の である。     ２  指針の 目標   本 指針は ， 県民 ((((※※※※ 1111))))が人権 尊重 の 意 識を 高 め， 互 いに 人とし て尊 重し合 い，だ れ もが いき い きと生 活で きる社 会づ くりを 目標 と する 。   第３   人権教 育・ 啓発 の 基本 的なあ り方   人権 尊重の 理 念 につ い て，県 民相 互の 理 解を 深める こと を 目的 と して行 われる 人 権教 育・ 啓 発の果 たす 役割 は 極め て大き い。  人 権教育 ・啓 発 の推 進 に当た って は， 県民 一 人ひ と りに ，人 権 の意義や その重 要 性が 知識 と して確 実に身に 付 き， 人権 問 題を 直 感的 に とらえ る感性 や， 日 常生 活 におい て，人権 へ の配 慮が， 自然 に 態度 や 行動に 現われ て くる よう な 人権感 覚を 育む こ とが 重要で ある 。  そ のため ，県 ・ 市町 村 等の実 施主 体は ，そ の 責務 を 認識 し， 創 意工夫し ながら 地 道に 粘り 強 く，人権 教育・啓 発を 続 けて 行く 必要が ある 。        また， 人権 教 育・ 啓発 は，県 民 一人 ひと り の心の あり 方に密接に かかわ る問題 で ある こと か ら，そ の性質上，押し 付けに なら な いよ う に留意 する必 要があ る。   さ らに，人 権教 育・啓 発 の推 進 に当た って は ，行政や教 育 の主 体 性，中立 性を確 保 した 上で ，政治運動 や社会運動と の関係を明 確 に区別して実 施しな け ればなら な い。 １  人 権教 育  人 権教育 は， 県 民一 人 ひとり に人 権尊 重の精神が育 まれ る こと を 目的と して行 わ れる 教育 活 動をい う。   ※※※※ 1111  県 民 ：  県 内 に 暮 ら す す べ て の 人 々 。  
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 そ の実施 に 当た って は， 学校教 育 ，社 会教 育 及び家庭教 育 の場 に おいて ，それぞれ の 実施 主 体が相 互の連携を 図り ながら ，人 権尊 重 の理念に対する 理 解を 深め ， 体得す るよ う行 う 必要 がある 。   ２  人権啓 発  人 権 啓発は ，県 民一 人 ひと りに人 権尊 重の理 念 を普及させ，そ れ に対す る 県民の 理解 を深 め るこ とを目 的と し て行 わ れる広報 そ の他 の 啓発活 動（人 権 教育 を除く。）をい う 。   そ の実施 に 当た って は， 人権尊 重 の理 念 を広く普及 し理 解 され る よう，マスメディア ((((※※※※ 1111)))) ， 情報機器等 の 活用に よ る広報 な ど に よ っ て ，人権 に関す る様々 な情 報 を発信し，総合 的 かつ 効果的 に行 う 必要 が ある。  第４  多様な機会 を通じた人 権教育 ・啓 発 の推 進   １  学校等   幼児児童生徒の 人権 尊 重の精神を 育む 上 で， 保育 ， 学校教 育は ，大きな 役割を 持って いる 。   幼児期に お いて は， 人権 尊重の精神の芽生え が感性 とし て 育ま れ るよう に努め る 。  小学校， 中 学校，高 等 学校，盲学校， ろ う学校，養護学校 ((((※※※※ 2222))))において は，児童生徒の発達段階に即し なが ら， 学習指導要領に 示さ れ ている各教科等 の特質に応じ，人権 尊 重の 理 念に ついて 理解 を促し ，それが 日常生 活 に活 かさ れ るよう 努め る。  ま た，児童生徒がそ れぞれ一 人の 人間と して 尊重さ れる よ う， 一人ひと り を大 切 にす る取 組 を推進 する 。 大学 等 にお い ては ，幅広い知 識 と豊かな 人間性 を 育む とと も に， 社会の あらゆる 分野で必 要 な人材を養成す る機能を担っ てい る こと から， 学生の 人 権尊 重の 理 念に対する 理解 を さら に深め るよ う 努め る ｡    ２  地域社 会  地域にお い ては ，そ こで 生活す る人々 が 身近な社会 生活 を 通じて様  々な 人権を 認 め合 い， 共 存して いく こと が 必要 である 。   こ のため ，地域の住民 が相互 の人 権を 尊 重し ，共 存 して い くと い う人権 尊 重の 理 念が 日常 生 活の中 で根付く よ う， 多様な 学習機会の充実を図 る。   ※※※※ 1111  マ ス メ デ ィ ア ：  新 聞 ， 雑 誌 ， テ レ ビ ， ラ ジ オ な ど の 手 段 を 利 用 し て 不 特 定 多  数 の 人 々 に 対 し て 情 報 を 伝 達 す る 組 織 体 と そ の 伝 達 シ ス テ ム 。  ※※※※ 2222    盲 学 校 ， ろ う 学 校 ， 養 護 学 校 ：  学 校 教 育 法 の 一 部 改 正 （ 平 成 １ ９ 年 ４ 月 施 行 ）   に よ り ， 盲 学 校 ， ろ う 学 校 ， 養 護 学 校 は 特 別 支 援 学 校 に な っ た 。   
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 ３  家庭   幼児期から豊か な 情操や思いや り，善悪の判断など人間形成 の基礎を育 む上で ，家庭の果 た す役割 は重 要で あ る。   こ の た め ， 県 は ， 保 護者に対す る 学習機会 の充実 を 図 る と と も に ，これ ら の学習機会 ，相談窓口，関係機関な どに ついて の情 報 の提供や相談体 制 の整備な ど ，家庭教 育 を支援す る 取 組 の 一層の充実 を 図 る 。    ４   職域   民間企業等 の事業所の， 人権啓 発 推進に 果た す社会 的役 割 には 大 きなも の があ り，事業所内 におけ る人 権尊 重を一層確保 する よ う努 め ること が望ま れ る。 こうし たこ と から ，県 は，民間企業等の事業所が 自主 的に 行 う，従業員等の啓 発への 取組 に対し ，協力 ・支援を行 う。   第５   人権に かか わり の 深い特定の職業に従事す る者に対す る研修等   県 ・市町 村職員，教職員，警察職員，消防職員，医療・ 保健・ 福祉関係者など ，人 権 にか か わりの 深い特定 の職業に従事する者は，特に人権 尊 重の視点か ら職務 を遂行 する必要 が あり ，そ れぞれ の 関係機関にお け る研修等の 取組 を 推進す る。    第６  指 針の推 進   １  推進プランの策 定   こ の指 針 に基 づき ，県 民一人 ひ とり が人と し て尊 重さ れ， だ れも がいき い きと 生 活で きる 社 会を形成し てい く とい う視点に立 ち， 人 権をめぐる諸状況や人 権教 育 ・ 啓発の 諸課題 を把握した上 で， 人権 教 育推進プラン及 び 人権 啓発 推 進プランを 策定 す る。      ま た， 社会 経済情 勢 の変化 や国 際的潮流の 動向等 を考 慮 し， 人権 に関す る新た な課題 につ い ても適切に対応す る必 要があ り，適宜， 人権教育 推 進プラン及 び人 権 啓発推 進プランを見直 すもの とす る 。     ２  推進体 制   こ の指針 に 基づ く人 権 教育・啓 発 に関 す る施 策を総 合的 か つ効 果 的に推 進する た め，庁内 に 人権施 策推 進本部を設置する 。  ま た，人 権教 育 ・啓 発に 関する 施 策の 実 施に 当たっ ては ，国 及 び市町村 との， 一層の 連携強 化を図 るも のと す る。                                         ３  相談機関相 互の 連携強 化     人 権に関 す る様々 な 問題に つい ての相談機関の対応が ，今 後ま す ます重 要にな る こと が予想される こと から，本 県 の各種相談機関を はじめと し て， 国や 市 町村 の 相談機関等との 相 互の 連携強 化を 図 るも の とする。   


